
2021年（令和３年・平成33年)３月３１日まで有効

運転免許の有効期間が2021年（令和３年・平成33年）３月31日ま

での方（有効期限切れを除く）は、郵送若しくは警察署等免許窓口

で手続をしていただくことで、有効期間の末日から３か月延長する

ことができます。

（警察署等の受付時間は愛知県警察ホームページで確認してください。）

郵送による運転免許の延長手続申請方法

愛知県警察ホームページで、必要書類がダウンロードできます。

詳しくはホームページで確認してください。

〒

必要書類等を用意して

郵送してください!

封筒

2021年（令和３年・平成33年)３月３１日まで有効


